
講習会

住宅省エネ施工技術者

開催のご案内

北海道における木造住宅の生産体制強化に向けて
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60人
帯広市西3条南9
丁目1

帯広経済センタービル・6階

大会議室

11月30日（金）帯広市

40人
釧路市大町1－1
－1

道東経済センタービル・3階

研修室

11月28日（水）釧路市

30人
稚内市末広4丁目
4－2

稚内建設会館11月21日（水）稚内市

40人
函館市大森町2－
14

函館市勤労者総合福祉センター

（サン・リフレ函館）大会議室

11月16日（金）函館市

40人
室蘭市東町4丁目
29－1

室蘭市中小企業センター

大会議室

11月12日（月）室蘭市

50人
北見市泉町1丁目
3－22

北見芸術文化ホール

（きた・アート21）大練習室
11月 7日（水）北見市

70人
旭川市神楽3条7
丁目

旭川市大雪クリスタルホール

第2・3会議室
10月31日（水）旭川市

120人
札幌市中央区北4
条西3丁目

北海道建設会館・9階

大ホール

10月29日（月）札幌市

定員住所会 場開催日開催地

地域における木造住宅の生産・維持管理体制を将来にわたって継続させる

とともに、中小工務店とこれらを取り巻く関連事業者を「地域産業」の柱と

して育成していくため、国土交通省は今年度から「住宅省エネ化推進体制強

化」に取り組み、地域の中小工務店が手掛ける木造住宅の信頼性や省エネ性

能の向上を図ることとしています。

特に、新築住宅の省エネ基準適合率を平成３２年度までに１００％とするためには、中小工務店等

の住宅省エネ施工技術の向上が必要不可欠です。つきましては、本道において木造住宅の施工・管理

に関わる大工技能者等を対象にした「住宅省エネ施工技術者講習会」を下記の通り、開催致しますの

で、ご案内申し上げます。この機会に是非、受講ください。

道内主要道内主要道内主要道内主要８８８８市市市市でででで１０１０１０１０～～～～１１１１１１１１月月月月にににに開催開催開催開催しますしますしますします。。。。

開催スケジュール

【受講対象者】 断熱材施工など木造住宅の現場施工及び施工管理に携わる技術者・技能者

【受 講 料】 1人1,000円（修了証発行等手数料） ※ 開講当日、各会場で申し受けます。

主催：北海道住宅・建築生産体制強化推進協議会

北海道庁を中核として住宅・建築関連団体等によって「北海道住宅・建築生産体制強化推進協議会」を設置。国土交通省の平成２４

年度「住宅市場技術基盤強化推進事業（住宅省エネ化推進体制強化）」の事業採択を受け、住宅の省エネ化に係る地域リーダーや

実務的技能者の養成、工務店等への情報発信、省エネ住宅の生産体制実態把握調査―などの取り組みを推進していきます。



住宅省エネ施工技術者講習 カリキュラム

閉会１６：００

アンケートの記入５分１５：４５～１５：５０

考査問題の解説１５分１５：３０～１５：４５

修了考査３０分１５：００～１５：３０

第４章（住宅の断熱リフォーム）３０分１４：３０～１５：００

第３章（外張断熱・枠組壁工法）３０分１４：００～１４：３０

休憩１０分１３：５０～１４：００

第３章（充填断熱施工）５０分１３：００～１３：５０

休憩６０分１２：００～１３：００

断熱施工（ＤＶＤ放映）４５分１１：１５～１２：００

別冊「省エネ基準と関連制度の解説」２０分１０：５５～１１：１５

休憩１０分１０：４５～１０：５５

第２章（住宅の断熱設計）

第５章（住まい手にむけて）

３０分１０：１５～１０：４５

第１章（これからの住まい）３０分９：４５～１０：１５

開会・趣旨説明、スケジュール確認１５分９：３０～ ９：４５

受付開始９：００～

講習内容所要時間開講時間

■ 上記カリキュラムに基づく「1日間講習」です。

■ テキストは、全国木造住宅生産体制推進協議会（事務局：一般社団法

人木を活かす建築推進協議会）が発行した①全国版テキスト（本編）

②省エネ基準と関連制度の解説（別冊）、北方建築総合研究所が作成

協力した③Ⅰ・Ⅱ地域版テキスト－の3冊を使用します。

■ 受講対象者は、断熱材施工など木造住宅の現場施工及び施工管理に携

わる技術者・技能者で、資格や実務経験等は問いません。

■ 修了考査の合格者には「住宅省エネルギー施工技術者講習修了証」を

発行・交付します。15分以上遅刻したり、早退した場合は、修了考査

を受けることができませんので、ご留意ください。

北海道住宅・建築生産体制強化推進協議会

事務局：北方型住宅ＥＣＯ推進協議会

札幌市白石区南郷通6丁目北5-15 ㈱北海道住宅通信社内

TEL：011（864）8580 FAX：011（864）6321

各会場とも開講日の3日前まで（定員になり次第締め切ります）

TEL FAX

氏 名

氏 名

受講者

連 絡 先

所 在 地

会 社 名

勤務先

受講申込書

FAX：：：：011（（（（864））））6321

※ 最寄の受講会場を選び、必要事項を記入して、そのままＦＡＸしてください。受講申込者は１事業者２名までとします。

受講申込を受理した後、各事業者宛てに「受講証」をＦＡＸします。

□ 札幌

□ 旭川

□ 北見

□ 室蘭

□ 函館

□ 稚内

□ 釧路

□ 帯広

受講会場

申込先

申込締切


